
みつばち不足で経営が悪化
した園芸農家の皆様へ

農林漁業セーフティネット資金で
運転資金を低金利（無利子枠も
有り（※））で借りられます。

１ 対象者：
・ 所得の過半が農業所得の方

・ 粗収益２００万円以上の方

・ 認定農業者 など

（※）コスト低減に取り組む認定農業者、認定就農者、集落営農組織が対象です。

２ 借入限度額：３００万円 又は 年間経営費の３ヶ月分

３ 償還期限：１０年以内（うち据置期間３年以内）

○ みつばちの確保などでお困りの際は、農林水産省地方農政局

園芸特産課（裏面参照）または農林水産省生産局生産流通振興課

（０３－６７４４－２１１３）までご相談下さい。

○ 資金の借入申込手続きや現在の金利など、詳しくは、

最寄の信用農協連合会、

または、（株）日本政策金融公庫フリーコール

０１２０－９２６－４７８ （平日９：００～１７：００）または

各公庫支店までお問い合わせ下さい。



みつばちの確保に関する
相談窓口・お問い合わせ先

農林水産省 生産局 生産流通振興課 電話０３－６７４４－２１１３
東北農政局 生産経営流通部 園芸特産課 電話０２２－２２１－６２０７

関東農政局 生産経営流通部 園芸特産課 電話０４８－７４０－０４４０
北陸農政局 生産経営流通部 園芸特産課 電話０７６－２３２－４３１４
東海農政局 生産経営流通部 園芸特産課 電話０５２－２２３－４６２４
近畿農政局 生産経営流通部 園芸特産課 電話０７５－４１４－９０２３
中国四国農政局生産経営流通部園芸特産課 電話０８６－２２４－９４１３
九州農政局 生産流通経営部 園芸特産課 電話０９６－３５３－７３８８
内閣府沖縄総合事務局 農林水産部農畜産振興課 電話０９８－８６６－１６５３
北海道農政事務所 農政推進課 電話０１１－６４２－５４１０

農林水産省・地方農政局園芸特産課等連絡先一覧
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